
    

    

    

    

 

養護教諭の中瀬です。保健だより「すこやか」では、

子どもたちが明るく元気に生活するための健康づくり

をサポートします。どうぞよろしくお願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

朝ごはんは、一日の始まりに欠かせない大切なエネ   

ルギー源です。成長期の子どもたちにとって、心身の  

健やかな成長や明るく充実した生活に欠かせません。 

バランスのよい朝食を食べて登校させてください。  

～～～～朝ごはんを食べると朝ごはんを食べると朝ごはんを食べると朝ごはんを食べると～～～～    

・ 血流がよくなり、睡眠中に下がった体温が上がって、脳と体がすっきり目覚める。 

・ お米やパンなどの炭水化物をしっかり食べると、脳が活発に働き、集中力がアップ

して、けがの防止や学力向上につながる。  

・ 胃腸が刺激されて、便通がよくなる。排便が習慣化し、体のリズムが整いやすい。 

 

 

 

睡眠は、一日の体と心の疲れをとり、明日への活力に  

なります。体の疲れをしっかりとるためには、小学生は  

９～１０時間ぐらいの睡眠が必要です。子どもたちに早  

く寝る習慣が身に付くよう、子どもたちが寝付きやすい  

環境を大人が整えてあげてください。 

～～～～寝付きをよくする工夫寝付きをよくする工夫寝付きをよくする工夫寝付きをよくする工夫～～～～    

・ 寝る前にリラックスタイムをもつ。（スキンシップや家族の団らん、絵本の読み聞

かせなど） 

・ 部屋を暗くする、テレビの音量を小さくして部屋を静かにする。 

・ 寝る直前までテレビを見たりゲームやパソコンをしたりして強い光を浴びない。 

・ 遅い時間の外出を控える。 



 

 

・ 保健室では、急なけがや病気に対応していますが、飲み薬はありません。継続して

手当てが必要な場合は、家庭で対応をお願いします。  

・ 急なけがや病気で早退するときは、学校から保護者の方に連絡します。連絡先や勤

務先に変更があったときは、必ず担任に知らせてください。  

・ お子さんの健康面で配慮が必要なことがある場合はご連絡ください。  

・ 保健室には、体操服などの着替えが用意してあります。着替えを借りた場合は、洗

濯をして返却してください。下着は未使用のものを身に付けさせますので、未使用の

下着で返却してください。  

 

 

□欠席するとき□欠席するとき□欠席するとき□欠席するとき    

７時５０分から８時１７時５０分から８時１７時５０分から８時１７時５０分から８時１００００分までに分までに分までに分までに学校へ連絡してください。続けて休む場合も様子を

知らせてください。  

※必ず、欠席理由をお知らせくださ※必ず、欠席理由をお知らせくださ※必ず、欠席理由をお知らせくださ※必ず、欠席理由をお知らせください。牧野い。牧野い。牧野い。牧野小学校の電話番号小学校の電話番号小学校の電話番号小学校の電話番号    ℡℡℡℡８４８４８４８４－－－－３５５０３５５０３５５０３５５０ 

    

□学校における感染症にかかったとき□学校における感染症にかかったとき□学校における感染症にかかったとき□学校における感染症にかかったとき    

下記の感染症にかかったときは、学校に来ることはできません。医師の許可がでるま

で出席停止になります。治って登校するときは登校許可証を提出してください。（用紙

は学校にあります。また、学校のホームページからダウンロードすることもできます。） 

出席停止となる出席停止となる出席停止となる出席停止となる感染症感染症感染症感染症    

  三日はしか（風疹）、はしか（麻しん）、水ぼうそう（水痘）、おたふくかぜ（流行性耳  

下腺炎）、百日咳、インフルエンザ、プール熱（咽頭結膜熱）、結核、腸管出血性大腸  

菌感染症 他、医師が判断したとき  

 

 

朝起きたときの表情、「おはよう」の声の感じ、顔色や食欲の様子、心の健康状態など、

お子さんの健康状態をいつも観察してください。  

ちょっとした変化が分かるのは家族です。朝の忙しい時間ではありますが、登校前の

健康観察をよろしくお願いします。  

 

 

 

 

 

 

熱があるときや調子が悪いときは、早めに医療機関で受診し、体調がよくなるまで、

無理せず家庭で十分休養してください。  

□熱はありませんか？  □顔色はよいですか？  

□朝食は食べましたか？  □頭痛や腹痛はありませんか？  

□だるさなどを訴えてい □便は出ましたか？  

ませんか？   

＊  この他にも気になることがありましたら、学級担任にお知らせください。  



 

 

年１回行う健康診断は、体の発育や健康状態を把握し、学校生活を送る上で注意すると

ころがないか調べる大切な機会です。なお、学校の健康診断はスクリーニング（ふるい分

け）検査といい、「異常の疑いがあるかどうか」を調べるもので、病院で行う検査や診察と

は性質が異なります。カードをもらって受診された結果、「異常なし」と診断されることも

ありますので、ご了承ください。  

日日日日ごろごろごろごろから体調を整え、特に校医検診は欠席しないようにから体調を整え、特に校医検診は欠席しないようにから体調を整え、特に校医検診は欠席しないようにから体調を整え、特に校医検診は欠席しないようにしてくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

検診・検査項目 期 日 対象学年 時 間 

身体測定  ４月１１日（木） １～６年  １限～  

視力検査  ４月１２日（金） 

４月１５日（月） 

４月１７日（水） 

４月２２日（月） 

３年・４年  

５年・６年  

２年  

１年  

午前中  

聴力検査  ５月 ７日（火） 

５月 ８日（水） 

５月 ９日（木） 

５月１０日（金） 

３年・４年  

２年  

５年・６年  

１年  

午前中  

内科・結核健診（高学年）  ４月１７日（水） ５年・６年  １３：３０～  

内科・結核健診（低学年）  ５月 １日（水） １年・２年  １３：３０～  

内科・結核健診（中学年）  ５月 ８日（水） ３年・４年  １３：３０～  

歯科検診（上学年）  ４月１８日（木） ４年・５年・６年  ９：００～  

歯科検診（下学年）  ４月２５日（木） １年・２年・３年  ９：００～  

眼科検診  ５月２３日（木） １～６年  １３：３０～  

耳鼻科検診（高学年）  ５月２４日（金） ５年・６年  １３：００～  

耳鼻科検診（中学年）  ５月２８日（火） ３年・４年  １３：００～  

耳鼻科検診（低学年）  ６月 ４日（火） １年・２年  １３：００～  

尿検査・寄生虫検査  日程調整中  １～６年  各家庭で実施  

心臓検診  ６月１０日（月） １年全員  

４年の一部  

８：４０～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★★健康診断を受けるときの注意健康診断を受けるときの注意健康診断を受けるときの注意健康診断を受けるときの注意★★★★    

検診や検査の内容に合わせて、以下

のことを確認しておいてください。  

○  体をきれいにしておく。  

○  爪を切る、耳あかをとる。  

○  ていねいに歯をみがいておく。  

○  衣類に名前を書いておく。  

○  問診票などは、記入もれがないよ

うにする。   

★
★★
★学校三師の先生方

学校三師の先生方学校三師の先生方
学校三師の先生方★

★★
★ 

  
 

～検診などでお世話になります～
～検診などでお世話になります～～検診などでお世話になります～
～検診などでお世話になります～ 

内    科   小栗先生 

歯    科   今村先生 

眼    科   米脇先生 

耳  鼻  科   村井先生 

学校薬剤師  中川先生 



年度当初は、保健関係の書類がたくさんあります。お子さんの健康管理に使いますので

記入もれ、押印忘れがないようにお願いいたします。  

※  下記の保健関係書類がそろっているかご確認ください。  

※  説明のプリントをよく読んで記入してください。  

 

 

 

◎
◎◎
◎ 

  
 №１～６の用紙は、記入して提出してください。

№１～６の用紙は、記入して提出してください。№１～６の用紙は、記入して提出してください。
№１～６の用紙は、記入して提出してください。 

１
１１
１ 

  
 保健調査票

保健調査票保健調査票
保健調査票 

２
２２
２ 

  
 救急受診カード

救急受診カード救急受診カード
救急受診カード 

３
３３
３ 

  
 結核健診問診調査票

結核健診問診調査票結核健診問診調査票
結核健診問診調査票 

４
４４
４ 

  
 アレルギー調査票

アレルギー調査票アレルギー調査票
アレルギー調査票 

５
５５
５ 

  
 心臓検診個人票

心臓検診個人票心臓検診個人票
心臓検診個人票 

６
６６
６ 

  
 独立行政法人日本スポーツ振興センターの同意書独立行政法人日本スポーツ振興センターの同意書独立行政法人日本スポーツ振興センターの同意書独立行政法人日本スポーツ振興センターの同意書 

 

○ 日本スポーツ振興センター
日本スポーツ振興センター日本スポーツ振興センター
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度について

災害共済給付制度について災害共済給付制度について
災害共済給付制度について 

・ 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度は、

学校での活動中や登下校中にけがをして医師の診

察を受けた場合、その治療費や見舞金の給付が受け

られる制度です。交通事故はあてはまりません。学

校でけがをして病院で治療された場合には、学校へ

連絡してください。  

・ １年間の日本スポーツ振興センター災害共済掛金

９４５円のうち、保護者負担額４６０円は学年集金

から支払います。（９４５円のうち、４８５円は高

岡市が負担しています。）  

・ 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を

利用されると、医療費総額の約４割相当が給付されます。初診から治癒までの窓口支

払いの合計金額が１５００円以上の場合、給付金請求ができ、１０年間給付金が受け

られます。  

学校でけがをされ、病院で受診された場合は、子ども医療費助成制度等は利用せず、

日本スポーツ振興センターを優先して利用してもらうようお願いいたします。  

１～６年
１～６年１～６年
１～６年  

１年のみ
１年のみ１年のみ
１年のみ  



 


